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 議案第 １ 号 

 

令和３年度網走市一般会計予算 

 

 令和３年度網走市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４，３９６，８７

４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳 

 入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができ 

 る事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる 

 地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 

 「第３表地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借 

 入の最高額は、７，０００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の 

 各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め 

 る。 

 (1)各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に 

過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用。 

 

 

  令和３年３月２日提出 

 

 

                網走市長 水 谷  洋 一 
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　第２表　債務負担行為
（単位：千円）

事　　　　　　　項 期　　　　　　　間 限　　　度　　　額

中小企業振興資金起業化等
　資金貸付金に対する損失補償

令和3年度から

網走市中小企業振興条
例により金融機関等が中
小企業者等に対し起業
化等資金として貸付した
金額の３分の２の金額

子育て世帯向け住宅の供給
に関する協定

令和4年度から
令和13年度まで

14,280 

　市営住宅明渡等請求訴訟
　委託（令和3年度分）

令和4年度から
結審年度まで

契約による金額

　港内照明ＬＥＤ化リース契約
令和4年度から
令和13年度まで

44,840 

　レイクサイドパーク・のとろ
　ボイラー更新契約

令和4年度から
令和7年度まで

2,575 

　漁業近代化資金利子補給
　契約(令和3年承認分)

令和4年度から
令和5年度まで

1,499 

- 7 -



　第３表　地　方　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円 ％

総 務 管 理 事 業 債 121,200 証 書 借 入 又 １０．０ ４ ０年以内（内据置

は 証 券 発 行 以内 ２５年以内）の元利均

児 童 福 祉 事 業 債 140,000 等又は元金均等償還。

（借　入　先） （ た だ し 、利率見直し ただし、市財政の都

保 健 衛 生 事 業 債 364,900 方式で借入れる資金に 合により据置期間及び

財政融資資金 ついて、利率の見直しを 償還期間を短縮し、も

環 境 衛 生 事 業 債 2,800 行った後においては、 しくは繰上償還又は低

地方公共団体 当該見直し後の利率） 利に借換えることがで

農 業 債 113,000 金 融 機 構 きる。

林 業 債 17,000 北 海 道

道 路 橋 梁 事 業 債 369,600 都 市 職 員

共 済 組 合

港 湾 事 業 債 85,500

地 方 職 員

河 川 整 備 事 業 債 200,000 共 済 組 合

公 営 住 宅 事 業 債 98,600 北海道市町村

振 興 協 会

公 園 整 備 事 業 債 29,700

北海道市町村

学 校 教 育 事 業 債 162,800 備荒資金組合

社 会 教 育 事 業 債 142,500 そ の 他

銀行等引受資金

臨 時 財 政 対 策 債 720,000

退 職 手 当 債 150,000

借 換 債 100,000

特 別 減 収 対 策 債 60,000

計 2,877,600
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 議案第 ２ 号 

 

令和３年度網走市市有財産整備特別会計予算 

 

 令和３年度網走市の市有財産整備特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８４，９７１千円 

と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳 

 入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借 

 入の最高額は、５０，０００千円と定める。 

 

 

  令和３年３月２日提出 

 

 

                網走市長 水 谷  洋 一 
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 議案第 ３ 号 

 

令和３年度網走市国民健康保険特別会計予算 

 

 令和３年度網走市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，３４４，００９ 

 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳 

 入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借 

 入の最高額は、６００，０００千円と定める。 

 

 

  令和３年３月２日提出 

 

 

                網走市長 水 谷  洋 一 
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 議案第 ４ 号 

 

令和３年度網走市網走港整備特別会計予算 

 

 令和３年度網走市の網走港整備特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，０７５，８２９ 

 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳 

 入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借 

 入の最高額は、１，０７５，０００千円と定める。 

 

 

  令和３年３月２日提出 

 

 

                網走市長 水 谷  洋 一 
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 議案第 ５ 号 

 

令和３年度網走市能取漁港整備特別会計予算 

 

 令和３年度網走市の能取漁港整備特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２２０，９５１千円 

と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳 

 入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借 

 入の最高額は、２２０，０００千円と定める。 

 

 

  令和３年３月２日提出 

 

 

                網走市長 水 谷  洋 一 
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 議案第 ６ 号 

 

令和３年度網走市介護保険特別会計予算 

 

 令和３年度網走市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，６４１，９７０ 

 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳 

 入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借 

 入の最高額は、７００，０００千円と定める。 

 

 

  令和３年３月２日提出 

 

 

                網走市長 水 谷  洋 一 
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議案第 ７ 号 

 

令和３年度網走市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 令和３年度網走市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６０６，１１７千円 

と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳 

 入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借 

 入の最高額は、２００，０００千円と定める。 

 

 

  令和３年３月２日提出 

 

 

                網走市長 水 谷  洋 一 
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